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○京丹後市定住促進奨学金返還支援補助金交付要綱 

令和３年３月１２日 

告示第４２号 

改正 令和３年９月１日告示第２２７号 

令和４年１月４日告示第１号 

令和４年３月１４日告示第３８号 

令和４年８月２３日告示第２２６号 

令和５年３月２９日告示第５１号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、人口減少克服・地方創生の取組みとして、大学等を卒業後に就業する

者で、本市に定住し、奨学金の返還を行うものに対して経済的負担軽減を図り、もって若

者のふるさと回帰、人材確保及び労働者の定着と地域の活性化に資するため、京丹後市補

助金等交付規則（平成１６年京丹後市規則第６４号）及びこの告示に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 大学等 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校のうち大学

（大学院及び短期大学を含む。）、高等専門学校（第４学年又は第５学年に限る。）及

び同法第１２４条に規定する専修学校（専門課程又は一般課程に限る。）をいう。 

(2) 正規雇用 雇用期間の定めがなく、社会保険、労災保険及び雇用保険に加入してい

る雇用形態をいう。 

(3) 定住 本市の住民基本台帳に記録され、かつ当該住所地を生活の本拠としているこ

とをいう。 

(4) 繰上返還 奨学金の返還を初めて開始した際に計画された割賦を超えた返還をもっ

て、返還期間の縮減又は返還すべき奨学金の合計額（利息を含む。）の減額を行うこと

をいう。 

(5) 滞納繰越 補助金の交付を申請する年度（以下「申請年度」という。）の前年度の

１０月１日から起算した１年間（以下「算定期間」という。）に返還すべき金額を申請

年度の１０月１日以後に返還することをいう。 

（補助金の対象となる奨学金） 
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第３条 補助金の対象となる奨学金は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 独立行政法人日本学生支援機構第一種奨学金 

(2) 独立行政法人日本学生支援機構第二種奨学金及びそれに係る利子 

(3) 京丹後市奨学金条例（平成１６年京丹後市条例第１１０号）に基づき、京丹後市が

貸与する奨学金 

(4) 国又は地方公共団体奨学金 

(5) 大学等独自の奨学金 

(6) その他市長が認める奨学金 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 

(1) 第８条に規定する補助対象者の認定後の届出をする前までに大学等を卒業し、正規

雇用の労働契約に基づき就業している者（国家公務員又は地方公務員として就業してい

る場合を除く。）、継続した労働契約の締結を前提として期間の定めのある労働契約に

基づき就業し、１週間の所定労働時間が２０時間以上である者又は独立して自ら事業を

営む者（事業を開始している場合に限る。） 

(2) 第８条に規定する補助対象者の認定後の届出をする前までに定住を開始し、引き続

き１０年以上定住する意思を有する者 

(3) 第７条に規定する認定申請をする年度の４月１日において、満３０歳に満たない者 

(4) 大学等の在学期間に奨学金を借り受け、卒業後に奨学金の返還をしている者（予定

を含む。） 

(5) 市税（延滞金及び督促手数料を含む。）を滞納していない者 

(6) 京丹後市暴力団排除条例（平成２４年京丹後市条例第３９号）第２条第４号に規定

する暴力団員等及び暴力団員と密接な関係を有しない者 

２ 前条第１号の規定に基づく就業を離職し、又は事業を営まなくなった場合であって、当

該事実があった日から再び就業し、又は事業を営むまでの期間が、１年以内であるとき

は、第４条第１号に掲げる要件を満たしているものとみなす。 

（補助金の額） 

第５条 申請年度の算定期間における各月の奨学金の返還金相当額（３万円を限度とす

る。）の合計額とする。ただし、算定期間において奨学金の返還に係る他の補助金等を受

けている場合にあっては、補助金の額から当該他の補助金等の合計額を控除するものとす

る。 
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２ 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

３ 補助金の申請年度の１０月１日（以下「交付基準日」という。）において京丹後市に定

住した期間が１年に満たない場合は、定住した日の翌月分の奨学金の返還金から補助対象

の返還金額とする。 

４ 次の各号に掲げる奨学金の返還額は、前３項に規定する補助対象の返還金額に含まない

ものとする。 

(1) 繰上返還又は滞納繰越による奨学金の返還相当額 

(2) 正規の修業年限によらない期間（病気療養その他やむを得ない事由による期間又は

留学その他合理的な事由がある期間を除く。）に借り受けた奨学金（正規の修業年限に

よらない期間に借り受けた奨学金があるときは、その返還金額を正規の修業年限に対し

て借り受けた奨学金の額とそれ以外の奨学金の額により按分するものとする。）の返還

相当額 

(3) 前条第１項第１号の規定に基づく就業を離職し、又は事業を営まなくなった日の属

する月の翌月から前条第１項第１号の規定に基づく就業し、又は事業を営んだ日の属す

る月における奨学金の返還相当額 

（補助対象期間） 

第６条 補助金の対象となる期間（以下「補助対象期間」という。）は、第１１条に規定す

る補助金の交付の申請を初めてする年度の前年度の１０月１日から起算して１０年間を上

限とする。 

２ 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するものは、当該事実が生じた日の

属する月までとする。 

(1) 京丹後市に定住しなくなったとき。 

(2) 奨学金を完済したとき。 

(3) 奨学金の返還が免除されたとき。 

３ 第１０条の規定に基づき認定を取り消された者が再び次条の規定により認定の決定を受

けた者となった場合における補助対象期間は、認定を取り消される前に交付を受けた補助

金に係る全ての算定期間及び認定を取り消された日から再び認定の決定を受けた日までの

期間を含むものとする。 

（補助対象者の認定） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める募集期間内に、京丹後市定住促進

奨学金返還支援認定申請書（様式第１号）に次の書類を添えて、市長に提出しなければな
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らない。 

(1) 奨学金を借り受けていることを証明する書類 

(2) 卒業見込証明書又は卒業証明書 

(3) 誓約書（様式第２号） 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、認定の適否を決

定し、京丹後市定住促進奨学金返還支援認定（却下）通知書（様式第３号）により当該申

請者に通知するものとする。 

（認定後の届出） 

第８条 前条の規定により認定の決定を受けた者（以下「認定者」という。）は、京丹後市

定住促進奨学金返還支援認定届出書（様式第４号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出

しなければならない。ただし、前条の規定に基づき、認定申請に際し提出した書類によっ

て確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。 

(1) 大学等を卒業したことを証明する書類 

(2) 在職証明書（様式第５号）又は自営業等従事申立書（様式第６号） 

(3) 住民票の写し又は転居した事実がわかる書類 

２ 前条の規定により認定の決定を受けた際に第４条第１項第１号及び第２号の要件を満た

していない認定者にあっては、当該要件をいずれも満たした日から起算して３０日以内

に、前項の届出を行うものとする。 

（認定者の変更届） 

第９条 認定者は、次の各号のいずれかに該当する事情が生じたときは、速やかに京丹後市

定住促進奨学金返還支援認定変更届（様式第７号）にその事実を証する書類を添えて市長

に提出するものとする。 

(1) 大学等を休学、復学又は転学したとき。 

(2) 認定者の住所、氏名に変更が生じたとき。 

(3) 認定者の就業又は事業に変更が生じたとき。 

２ 市長は、前項に規定する届出を受理したときは、京丹後市定住促進奨学金返還支援認定

変更承認通知書（様式第８号）により認定者に通知するものとする。 

（認定の取消し等） 

第１０条 市長は、認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すも

のとし、京丹後市定住促進奨学金返還支援認定取消通知書（様式第９号）により当該認定

者に通知するものとする。 
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(1) 第４条第１項第１号の要件を満たさなくなった期間が１年を超えたとき。 

(2) 京丹後市に定住しなくなったとき。 

(3) 第４条第１項第６号の要件を満たさなくなったとき。 

(4) 認定者が第８条に規定する認定後の届出をしないとき。 

(5) 補助金の交付を辞退しようとする申出があったとき。 

(6) 奨学金の借受が取り消されたとき（認定者の責めに帰さない場合を除く。）。 

(7) 奨学金の返還が免除されたとき。 

(8) 虚偽の申請その他不正の行為によって補助金の交付を受けたとき。 

（交付の申請等） 

第１１条 補助金の交付の申請をしようとする認定者（前条の規定により認定を取り消した

者を含む。）は、申請年度の１０月１日から１１月末日までに京丹後市定住促進奨学金返

還支援補助金交付申請書兼請求書（様式第１０号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出

しなければならない。ただし、補助金の交付の申請を初めてする年度は、第８条に規定す

る認定後の届出の翌年度以降に行うものとする。 

(1) 在職証明書又は自営業等従事申立書 

(2) 奨学金の返還を初めて開始した際の奨学金の返還期間及び割賦の額がわかる書類 

(3) 申請年度の前年度の１０月１日から起算して１年間において返還した奨学金の額が

分かる書類並びに返還するべき奨学金の残額及び返還に係る残りの期間が分かる書類 

(4) 市税の完納を示す証明書 

(5) その他市長が必要と認める書類 

（交付の決定及び補助金の確定） 

第１２条 市長は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査の上、補助金交

付の可否を決定するとともに、補助金の額を確定し、京丹後市定住促進奨学金返還支援補

助金交付決定兼確定通知書（様式第１１号）により当該申請者に通知するものとする。 

（交付申請の変更又は取下げ） 

第１３条 前条の規定により補助金の交付決定兼確定通知を受けた者（以下「交付決定者」

という。）は、交付申請の内容を変更し、又は取り下げようとするときは、京丹後市定住

促進奨学金返還支援補助金変更交付（取消）承認申請書（様式第１２号）を、遅延なく市

長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する補助金変更交付（取消）承認申請書を受理したときは、その内

容を審査の上、補助金交付の変更の可否又は取消しを決定し、京丹後市定住促進奨学金返
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還支援補助金変更交付（取消）決定通知書（様式第１３号）により交付決定者に通知する

ものとする。 

（補助金の交付） 

第１４条 市長は、第１２条の規定により補助金の交付の決定及び補助金の確定をした日か

ら３０日以内に交付決定者に補助金を交付するものとする。 

（補助金の返還） 

第１５条 市長は、補助金の交付を受けた交付決定者が、次の各号のいずれかに該当すると

きは、補助金の額の全部又は一部を返還させるものとする。 

(1) この告示の規定又は交付の決定に付した条件に違反したとき。 

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。 

(3) その他市長が不適当と認めたとき。 

（その他） 

第１６条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

附 則 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年９月１日告示第２２７号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和３年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際、この告示による改正前の京丹後市定住促進奨学金返還支援補助金

交付要綱の規定によりなされた申請その他の手続きは、この告示による改正後の京丹後市

定住促進奨学金返還支援補助金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。 

３ この告示による改正前の京丹後市定住促進奨学金返還支援補助金交付要綱に規定する様

式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用すること

ができる。 

附 則（令和４年１月４日告示第１号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和４年１月４日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現にこの告示による改正前の京丹後市定住促進奨学金返還支援補助
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金交付要綱の規定によりなされた申請その他の手続きは、この告示による改正後の京丹後

市定住促進奨学金返還支援補助金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。 

３ この告示による改正前の京丹後市定住促進奨学金返還支援補助金交付要綱に規定する様

式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用すること

ができる。 

附 則（令和４年３月１４日告示第３８号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正前の京丹後市高等学校全国募集入学生応援補助金交付要綱及び京丹

後市定住促進奨学金返還支援補助金交付要綱の規定による用紙で、現に残存するものは、

当分の間、所要の修正を加え、使用することができる。 

附 則（令和４年８月２３日告示第２２６号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和４年８月２３日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正前の京丹後市定住促進奨学金返還支援補助金交付要綱の規定により

なされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（令和５年３月２９日告示第５１号） 

この告示は、令和５年３月２９日から施行する。 
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様式第１号（第７条関係） 

様式第２号（第７条関係） 

様式第３号（第７条関係） 

様式第４号（第８条関係） 

様式第５号（第８条、第１１条関係） 

様式第６号（第８条、第１１条関係） 

様式第７号（第９条関係） 

様式第８号（第９条関係） 

様式第９号（第１０条関係） 

様式第１０号（第１１条関係） 

様式第１１号（第１２条関係） 

様式第１２号（第１３条関係） 

様式第１３号（第１３条関係） 

 


